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お問い合わせ　市民部　保険課（近江庁舎） 1 52－6922 5 52－8730
滋賀県後期高齢者医療広域連合　 1 077－522－3013 URL http://www.shigakouiki.jp/

後期高齢者医療制度加入のみなさんへ
（75歳以上または65歳から74歳までで一定の障がいがある人）

８月１日から被保険者証がびわ色(薄桃色)に変わります

後期高齢者医療保険料の
通知書をお送りします

新しい被保険者証は、７月中に簡易書留でお届けします。
有効期限は平成28年7月31日までです。届いた日から使えます。
現在お持ちの被保険者証（薄緑色）は、8月1日以降は使えません。

●限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの人へ
認定証も8月1日から新しくなります。
8月以降も該当する人は、新しい被保険者証に同封して郵送します。

平成27年度の1年間の保険料の額や、お支払い方法

についての通知書を7月中旬に郵送します。

※保険料は平成26年中の所得に基づき計算します。

●保険料の支払い方法をご確認ください
通知書の「特別徴収」の欄に金額が記載されてい
れば、その金額を年金から直接お支払いいただき
ます。

「普通徴収」の欄に金額が記載されていれば、納
付書か口座振替でお支払いいただきます。

公的機関の職員を装う

不審者・不審電話に
ご注意ください

市や広域連合などの職員

を装い、後期高齢者医療制

度の被保険者宅に電話をか

けたり訪問したりして、金

銭や被保険者証をだまし取

る詐欺が多発中です。

おかしいと思ったら、ひとりで判断せず、警察や下

記へご連絡ください。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」とは
入院時に、医療機関に提示すると、食事代が減額されたり、
入院費にかかる窓口での支払いの上限が限度額までとなり
ます。
平成27年度の住民税が世帯全員非課税の人が該当します。
これに該当する人で、認定証をお持ちでない人は被保険者証
と印鑑を持って、近江庁舎保険課、市民窓口課または各庁舎
自治振興課で申請してください。

見本

市や広域連合などの公的機関が、
金融機関のキャッシュカードを渡す
よう求めたり、ＡＴＭを操作するよ
う指示することは

絶対にありません！



15 2015.7.1

お問い合わせ　市　健康づくり課（山東庁舎） 1 55－8105 5 55－2406

大腸がん検診を受診しましょう！
～対象年齢の人は集団検診の

大腸がん検診が無料で受けられます～

40歳・45歳・50歳・55歳・60歳（平成27年4月1日
時点）の人は、今年度大腸がん検診を無料で受診できま
す。
6月初旬に、対象者には案内ハガキを郵送しました。

※事前申込が必要です。（検査容器を配布するため）

福祉医療（乳幼児、小中学生以外）の

更新の手続きをお忘れなく！

乳がん・子宮頸がん検診の

無料クーポン券を利用して
健康管理に役立てましょう！

現在お持ちの福祉医療受給券（乳幼児、小中学生以

外）などは8月1日から新しい受給券になります。受

給券の交付を受けていて、引き続き医療費助成を受け

るためには、更新の手続きが必要です。

必要書類を6月下旬に郵送しますので、内容を確認

いただき、提出ください。所得審査等を行った上、該

当する人には7月下旬に受給券を郵送します。

※申請書の提出がない場合、新しい受給券を受け取る

ことができません。

※米原市で所得が把握できない場合は、前住所地など

での所得・課税証明書が必要です。

＜更新申請が必要な項目＞
・重度心身障がい者（児）・ひとり暮らし高齢寡婦

・低所得老人　 ・重度精神障がい者（児）

・母子家庭　　 ・重度心身障がい老人

・父子家庭　　　 ・重度精神障がい老人

・ひとり暮らし寡婦　 ・心身障がい者医療費助成

・精神障がい者入院医療費助成

6月初旬に、対象者には無料クーポン券を送付しま

した。集団検診または指定医療機関での検診が無料で

受診できます。（事前に予約や申請が必要）

※医療機関で受診する場合、有効期限直前は混み合う

ため、早めに受診してください。

無料クーポン券を使用できない場合：
指定医療機関以外の医療機関で受診した場合

市に予約せず乳がん検診を医療機関で受診した場合

国民年金基金に
加入しましょう

●掛金
全額社会保険料控除の対象となり、その分所得

税や住民税が安くなります。

●基本は終身年金
一生涯受け取れます。受取期間が決まっている

確定年金もあります。

●遺族一時金
万が一の時には、家族に一時金が支給されます

（保証期間付のタイプに限ります）

※平成25年4月から、国民年金に任意加入している

60歳以上65歳未満の人も加入できるようになり

ました。

「国民年金基金」とは
基礎年金に上乗せをする自営業者など第1号

被保険者のための公的な年金制度です。

有効期限：平成28年3月31日まで
（集団検診は11月21日まで）

対象期間：6月21日（集団検診開始日）
～12月18日(金)（集団検診最終日）

■問 市　保険課（近江庁舎）
1 52－6922 5 52－8730

■問 滋賀県国民年金基金
1 0120－65－4192（フリーダイヤル）
1 077－566－6633
URL http://www.shiga-kikin.or.jp
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６
月
の
土
砂
災
害
防
止
月
間
に
合
わ
せ
て
、
自
治
会
・

市
・
県
・
国
な
ど
に
よ
る
「
土
砂
災
害
避
難
訓
練
」
を
６

月
７
日
に
伊
吹
地
先
で
実
施
し
ま
し
た
。

昨
年
８
月
に
広
島
市
で
発
生
し
た
土
砂
災
害
は
記
憶
に

新
し
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
梅
雨
ど
き
に
限
ら
ず
、
台
風
や

集
中
的
な
大
雨
、
地
震
な
ど
に
よ
る
土
砂
災
害
は
、
尊
い

命
を
奪
っ
て
い
き
ま
す
。
身
近
に
明
日
に
も
起
こ
る
か
も

し
れ
な
い
災
害
へ
の
備
え
の
大
切
さ
を
教
え
て
い
ま
す
。

市
で
は
、
災
害
に
強
く
、
安
全
で
安
心
に
暮
ら
せ
る
ま

ち
を
目
指
し
、
地
域
の
防
災
力
を
高
め
る
た
め
、
今
年
度

か
ら
、
消
防
・
防
災
施
設
器
具
補
助
金
の
補
助
率
を
引
き

上
げ
、
自
主
防
災
組
織
の
強
化
や
自
治
会
の
防
災
資
機
材

の
整
備
に
つ
い
て
の
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

地
域
の
「
共
助
」
が
多
く
の
命
を
救
っ
た
事
例
が
日
本

各
地
か
ら
寄
せ
ら
れ
て
お
り
、
地
域
に
応
じ
た
備
え
が
ま

す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
い
ま
す
。
米
原
市
を
災
害
に
強
い

ま
ち
と
し
て
い
く
た
め
、
自
分
自
身
の
身
を
守
る
「
自
助
」

と
地
域
で
助
け
合
う
「
共
助
」
に
つ
い
て
、
今
一
度
、
一

人
ひ
と
り
が
防
災
へ
の
思
い
を
巡
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

確かめてみませんか？自分の家の安全性耐
震市では、市民のみなさんの大切な命や財産を守るため、耐震基準が強化される前に

建てられた木造住宅を対象に、耐震診断員の無料派遣事業や一定の要件を満たす耐震
改修工事に対し、助成金交付事業を行っています。

診
断

■問 市　都市計画課
（近江庁舎）
1 52－6926 
5 52－8790

木造住宅耐震診断員派遣事業

●滋賀県が実施する講習を修了した耐震診断員によ

る簡易耐震診断（2～3時間）を無料で受ける事が

できます。

●耐震診断の結果、評点が0.7未満の木造住宅を耐震

改修する場合の補強案を作成し、費用の概算額を

算出する業務を無料で受けることができます。

申込期限

11/30
（月）

木造住宅耐震・
バリアフリー改修等事業

耐震診断の結果、評点が0.7未満と診断された

木造住宅を耐震改修する場合、改修にかかる費用

の一部を助成します。

木造住宅の耐震シェルター等
普及事業

耐震診断の結果、評点が0.7未満と診断された

木造住宅に耐震シェルターや防災ベッドを設置す

る場合、設置にかかる費用の一部を助成します。

対象となる住宅
●昭和56年5月31日以前に着工され、完成した

もの

●延べ床面積の半分以上が住宅として使われて

いるもの

●階数が2階以下かつ延べ床面積が300平方メ

ートル以下のもの

●枠組壁工法、丸太組工法および大臣認定工法

（プレハブ工法）ではないもの


